
1

○
文
部
科
学
省
令
第
二
十
七
号

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
六
条
、
第
十
二
条
、
第
十
二
条
の
二
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
八
月
二
十
九
日

文
部
科
学
大
臣

永
岡

桂
子

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
文
部
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



 

2 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
（
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
年
間
の
実
施
回
数
） 

第
二
条 

法
第
六
条
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
年
間
の
実
施
回
数
は
、

二
百
五
十
回
と
す
る
。 

 

（
指
定
試
合
の
結
果
等
の
確
定
及
び
通
知
） 

第
五
条 

[

略]
 

一
・
二 

[

略]
 

三 

第
三
条
第
一
項
の
期
日
若
し
く
は
期
間
の
最
終
日
か
ら
三
日
以
内

に
指
定
試
合
の
結
果
等
の
確
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き

、
又
は
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と

き
。 

２ 

機
構
は
、
指
定
試
合
の
結
果
等
を
確
定
し
た
場
合
又
は
指
定
試
合
の

結
果
等
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合

に
は
、
文
書
そ
の
他
の
確
実
な
方
法
に
よ
り
セ
ン
タ
ー
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 
[

略]
 

 

（
特
定
指
定
試
合
の
結
果
等
の
確
認
等
） 

第
五
条
の
二 

[

略]
 

２ 
[

略]
 

一
・
二 
[

略]
 

三 

特
定
指
定
試
合
の
結
果
等
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

と
き
、
又
は
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
と
き
。 

四 
[

略]
 

（
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
年
間
の
実
施
回
数
） 

第
二
条 

法
第
六
条
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
年
間
の
実
施
回
数
は
、

百
回
と
す
る
。 

 

（
指
定
試
合
の
結
果
等
の
確
定
及
び
通
知
） 

第
五
条 

[

同
上]

 

一
・
二 

[

同
上]

 

三 

第
三
条
第
一
項
の
期
日
又
は
期
間
の
最
終
日
か
ら
三
日
以
内
に
指

定
試
合
の
結
果
等
の
確
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
。 

  ２ 

機
構
は
、
指
定
試
合
の
結
果
等
を
確
定
し
た
場
合
に
は
、
文
書
そ
の

他
の
確
実
な
方
法
に
よ
り
セ
ン
タ
ー
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

３ 
[

同
上]

 

 

（
特
定
指
定
試
合
の
結
果
等
の
確
認
等
） 

第
五
条
の
二 

[

同
上]

 

２ 
 

[

同
上]

 
一
・
二 

[

同
上]

 
三 
特
定
指
定
試
合
の
結
果
等
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

と
き
。 

 

四 
[

同
上]

 



 

3 

３ 
[

略]
 

 
（
法
第
十
七
条
第
一
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
数
及
び
事
由
） 

第
七
条 

[

略]
 

２ 

法
第
十
七
条
第
一
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
と
す
る
。 

    

一 

セ
ン
タ
ー
が
、
第
三
条
第
一
項
の
期
日
又
は
期
間
よ
り
前
に
、
機

構
か
ら
前
項
の
数
を
満
た
す
指
定
試
合
等
が
開
催
さ
れ
な
い
旨
の
通

知
を
受
け
た
と
き
、
又
は
指
定
組
織
が
公
表
し
、
若
し
く
は
照
会
に

応
じ
て
回
答
し
た
情
報
に
基
づ
き
前
項
の
数
を
満
た
す
特
定
指
定
試

合
等
が
開
催
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
。 

二 

セ
ン
タ
ー
が
、
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
た
ス
ポ
ー

ツ
振
興
投
票
券
の
発
売
期
間
中
に
、
機
構
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
り

セ
ン
タ
ー
が
公
示
し
た
指
定
競
技
会
で
対
戦
す
る
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム

若
し
く
は
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
チ
ー
ム
の
い
ず
れ
か
が
、
当
該
指
定

競
技
会
に
参
加
し
な
い
旨
の
通
知
を
受
け
た
と
き
、
又
は
指
定
組
織

が
公
表
し
、
若
し
く
は
照
会
に
応
じ
て
回
答
し
た
情
報
に
基
づ
き
同

項
の
規
定
に
よ
り
セ
ン
タ
ー
が
公
示
し
た
特
定
指
定
競
技
会
で
対
戦

す
る
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
若
し
く
は
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
チ
ー
ム
の
い

ず
れ
か
が
、
当
該
特
定
指
定
競
技
会
に
参
加
し
な
い
こ
と
を
確
認
し

た
と
き
。 

三 

セ
ン
タ
ー
が
、
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
た
ス
ポ
ー

３ 
[

同
上]

 

 

（
法
第
十
七
条
第
一
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
数
及
び
事
由
） 

第
七
条 

[

同
上]

 

２ 

法
第
十
七
条
第
一
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
セ
ン
タ

ー
が
、
第
三
条
第
一
項
の
期
日
又
は
期
間
よ
り
前
に
、
機
構
か
ら
前
項

の
数
を
満
た
す
指
定
試
合
等
が
開
催
さ
れ
な
い
旨
の
通
知
を
受
け
た
と

き
又
は
指
定
組
織
が
公
表
し
、
又
は
照
会
に
応
じ
て
回
答
し
た
情
報
に

基
づ
き
前
項
の
数
を
満
た
す
特
定
指
定
試
合
等
が
開
催
さ
れ
な
い
こ
と

を
確
認
し
た
と
き
と
す
る
。 

[

号
を
加
え
る
。]

 

    

[

号
を
加
え
る
。]

 

         

[

号
を
加
え
る
。]

 



 

4 

ツ
振
興
投
票
券
の
発
売
開
始
か
ら
払
戻
金
の
交
付
を
開
始
す
る
ま
で

の
間
に
、
機
構
か
ら
同
項
の
規
定
に
よ
り
セ
ン
タ
ー
が
公
示
し
た
指

定
競
技
会
で
対
戦
す
る
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
若
し
く
は
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ

ー
ル
チ
ー
ム
以
外
の
者
が
、
当
該
指
定
競
技
会
に
参
加
す
る
旨
の
通

知
を
受
け
た
と
き
、
又
は
指
定
組
織
が
公
表
し
、
若
し
く
は
照
会
に

応
じ
て
回
答
し
た
情
報
に
基
づ
き
同
項
の
規
定
に
よ
り
セ
ン
タ
ー
が

公
示
し
た
特
定
指
定
競
技
会
で
対
戦
す
る
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
若
し
く

は
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
チ
ー
ム
以
外
の
者
が
、
当
該
特
定
指
定
競
技

会
に
参
加
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
き
。 

四 

セ
ン
タ
ー
が
、
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
た
ス
ポ
ー

ツ
振
興
投
票
券
の
発
売
開
始
か
ら
払
戻
金
の
交
付
を
開
始
す
る
ま
で

の
間
に
、
機
構
か
ら
の
通
知
又
は
指
定
組
織
が
公
表
し
、
若
し
く
は

照
会
に
応
じ
て
回
答
し
た
情
報
に
基
づ
き
、
指
定
試
合
の
結
果
等
又

は
特
定
指
定
試
合
の
結
果
等
が
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
セ
ン
タ
ー
が

公
示
し
た
投
票
の
種
類
の
い
ず
れ
に
も
合
致
し
な
い
こ
と
を
確
認
し

た
と
き
。 

 

         [

号
を
加
え
る
。]

 

   

備
考 

表
中
の[

 
]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 

 
 



5

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


